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Ⅰ 基調講演 

 

国際会計研究とは何か -会計基準と環境要因との関係- (1) 
 

 

徳 賀 芳 弘 
京都先端科学大学 

 
 
 

はじめに 

各法域において新設（または，当該法域外か

らの導入も含む。以後導入と略す）・改廃され

た会計基準と当該法域の既存の環境要因

（environmental factors）との間では，「コン

フリクト」（理念・目的・機能の対立・衝突）

が発生する。その「コンフリクト」が解消（緩

和）されるプロセスの中で両者は互いに影響し

合い共進化する。また，両者の関係が均衡状態

となると，互いに補強しあい，現状を維持しよ

うとする力が働くようになる。いわゆる「制度

的補完性（institutional complementarity）」，

（青木・奥野［1996］，pp. 328-329，青木［2008］，

pp. 40-47）(2)が典型的な形で顕現する。 

しかし，不断に変化する外発的・内発的要請

に基づいて変化させられた会計基準と，変化し

ていない既存の他の環境要因との間，または外

発的・内発的要請に基づいて変化させられた既

存の内的環境要因と変化していない会計基準

との間に再び「コンフリクト」が発生する。こ

の「コンフリクト」は，会計基準と環境要因の

いずれか，または両方が変化することによって

解消（緩和）されるが，会計基準への変化が他

のすべての関係する環境要因の変化と整合的

な形で時差なく展開されることは極めて困難

であり，深刻さの程度は異なるとしても「コン

フリクト」は頻繁に発生する。その結果，前述

の均衡状態は一時的なものとなる。 

わたしに与えられたテーマは「国際会計研究

とは何か」であるが，本講演では，これまで国

際会計研究において常に中心的なテーマとし

て取り上げられてきた会計基準と環境要因と

の関係を軸として国際会計研究の意義を考察

してみたい。国際会計研究という名の下で展開

されている広範な研究の共通性を引き出して

一般化を行うという作業は過去の本カンファ

ランスで既に行われている。先行講演とわたし

の理解との異同を示すよりも，国際会計研究が

会計研究全般に対してどのような貢献をして

きたのか（現在もしているのか，将来どのよう

な貢献が可能か）を示すことが本学会により貢

献できると考えたからである。 

なお，本日言及する多数の理論仮説に関し

て，エビデンスの一部を示すために具体的な事

例を挙げているが，当該事例は，論理的には存

在しうる（するはずの）現象に対して実際に存

在する事例があることを示すためのものであ

る。事例の提示によって，推論の妥当性とまで

は言えないにしても，推論が事実と大きくかけ

離れたものではないことの根拠になる（推論に

リアリティを与える）。また，これらの事例は，
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通常一般化の過程で失われる当該現象発生の

具体的なコンテクスト特性を同時に観察でき

るので，多くの情報を得ることができる。さら

に，それらの事例を積み上げていくことによっ

て，当該現象が特定の状況において傾向的に観

察されることを示すことも可能である。ただ，

推論のいわゆる「科学性」を重視するのであれ

ば，推論と傾向的観察の事実に基づいて具体的

な作業仮説を構築して検証を行う必要がある

であろう(3)。 

 

Ⅰ 会計基準と環境要因との間に

発生する「コンフリクト」 

まず，ここでいう「コンフリクト」を具体的

に定義しておく必要がある。「コンフリクト」

とは，新しい会計基準と既存の環境要因との

間，より正確にはそれぞれの機能（働き）をめ

ぐって発生する，新しい会計基準と，既存の関

連諸法規との不整合，関連諸法規の未整備，資

本市場の未発達，会計高等教育・会計専門職教

育・投資家教育等の欠如等(4)との間に発生す

る，理念・目的・機能の対立・衝突を意味する。 

会計基準の新設（導入）・改廃のみがなされ

ると，新しい会計基準とまだ変化していない既

存の関連する制度との間に「コンフリクト」が

発生し，当該「コンフリクト」の解消のために

大きなコストを払ったり(5)，逆に古い均衡（旧

会計基準と旧環境要因との関係）を維持しよう

とする力が働いて，新しい会計基準は「想定さ

れていた」機能を有効に果たすことができなか

ったりする(6)。後者のケースで，外生的会計基

準（例えば，IFRS/IAS）の「導入自体
．．．．

」が特

定法域政府の目的であるときには，当該会計基

準は有効に機能しないこと（「コンフリクト」

を発生させないこと）が想定・期待されている

可能性すらある(7)。 

 

Ⅱ 「コンフリクト」の事前の回

避・事後の解消・緩和 

ある法域の政府や当該法域の作成者等の利

害関係者が新設（導入）・改訂した会計基準を

有効に機能させようという動機(8)を有してお

り，新設（導入）・改訂によって環境要因との

間に発生する「コンフリクト」が深刻なものと

予想される場合には，会計基準の新設（導入）・

改廃を行う前，または新設（導入）・改廃と時

間を置かずに新会計基準と整合するように環

境要因（例えば，関連法規）を変化させるであ

ろう（事前の回避行動）(9)。 

他方，導入法域の政府も当該法域の作成者等

の利害関係者も新設（導入）した会計基準を有

効に機能させたくないという動機を有してい

る場合には，新設（導入）・改廃前に当該会計

基準が有効に機能しないような仕組み(10)を設

けることによって，事前の回避行動を行う場合

がある(11)。 

また，新設（導入）・改廃後に「コンフリク

ト」の発生が確認され，それが深刻なものであ

ると認識された後に「コンフリクト」の解消・

緩和が試みられる場合もあるであろう(12)。 

 

Ⅲ 会計基準と環境要因の共進化 

会計基準と環境要因との相互作用に関して，

会計基準の環境要因への影響が顕現して観察

される場合(13)，環境要因の会計基準への影響

（会計基準の一部改変や一部または全面的な

無機能化）が顕現して観察される場合(14)，また

はその両方向の影響が観察される場合(15)があ

りうる。 

また，同じく IFRS のフルアドプションであ

っても，その適用の仕方が各法域で相違してい

ることは，R. Ball（Ball［2006］）の指摘以降，
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研究者間で国際的に共有されている(16)。Ball

の指摘は会計基準の「共有」(17)に焦点を絞って

展開されてきた会計基準の国際的統合に一石

を投じた。しかし，国際会計研究における分析

枠組みとして示すならば，「新会計基準の制度

的共有が必ずしも実務の共有とはならない」と

の説明は，適用次元の相違を示したものであり

法域ごとに異なる環境要因の存在を経由した

ものとなっていないので，本講演では，「新会

計基準と既存の環境要因とは「コンフリクト」

の発生・解消（緩和）を経由して共進化する」

と説明しておきたい(18)。ただし，観察される会

計現象の顕現の仕方・程度は各法域の新会計基

準に関するエンフォースメントの強さや環境

要因間の制度的補完性の強さ等に依存するこ

とを付言しておかなければならない。 

 

Ⅳ 国際会計研究の進展 

歴史的にみると，国際会計研究が 1 つの独立

の研究領域として認識され始めた 1960 年代よ

り IASB 設立の 2001 年までの時期には，1973

年以降の IASCによる調和化の努力はあったも

のの，各法域の環境要因の需要に基づいてそれ

ぞれ会計基準の新設（導入）・改廃が行われて

きた。そのため 2000 年以前の国際会計研究の

中心的課題は会計と環境要因との関係を軸と

した類型化であった。 

国際会計研究に関するサーベイ論文（真田

［2018］，草野［2019］）によると(19)，2000 年

以降は国際会計研究という範疇に分類されて

いる研究のうち IFRS の社会的・経済的帰結に

関するアーカイバルデータを用いた研究が多

数を占めているという。つまり，会計基準の新

設（導入）・改廃→環境要因という方向の研究

が主流であることが分かる。このような研究の

増加は，政策的なインプリケーションが大きい

からでもあるが(20)，アーカイバルデータを用い

て実証が容易な主題であるからでもある。他方

で，環境要因→会計基準の変質という方向の研

究は「必要な会計基準が新設（導入）される」

という一見当たり前の命題に対する反証例（必

要でない会計基準が導入される場合があると

いう例）の提示ともなるため，サンプル数も少

なく，法域ごとに事情が相違するので，実証も

容易ではない。講演者は環境要因→会計基準の

方向の影響を意識して，つまり，特定法域が，

新規に導入される会計基準の文言のみならず

機能をも当該法域外でもともと想定・実施され

ていたものとは異なるものとする，あるいは無

機能化するという点を意識した研究を行って

きた。 

 以上の議論は規制主体・利害関係者の動機や

信念も含めて環境要因として扱っている。過去

の類型化研究の多くがそのような扱いをして

いたからである。しかし，近年においては，環

境要因を①インフラ系（法体系，エンフォース

メントの強さ，金融システム，市場）と，②関

連プレイヤーのインセンティブ系（資金調達，

契約，株式保有，ガバナンス）に分けたうえで，

①と②と IFRSの三者の関係の中で帰結の内容

が決まるという視点が示されている。前述した

IFRS の特定法域への導入による環境要因への

影響に関する実証研究において，Daske 等の研

究（Daske et al.［2008］・［2013］）以降，経

済的帰結として観察されるものは，IFRS の①

と②への影響（経済的帰結），及び①と②との

間の双方向の影響の「結合効果」（joint effects）

であるとの認識が共有されつつある（草野

［2019］）。つまり，経済的帰結の分析は，単純

な「会計基準→環境要因」という影響のみを析

出しているのではなく，新会計基準に対応した

「環境要因間の双方向の影響」による「実証で

扱われた変数への影響」が含まれていると認識
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されるようになった。また，Daske 等では，IFRS

の①と②への影響というところで，IFRS と①，

IFRS と②の関係においても双方向の影響が想

定されている。適用次元での実務の多様性の話

にとどまってはいるが，環境要因→IFRS の影

響も視野に入れられている。 

実際には会計基準の新設（導入）において，

当該会計基準の機能が変質していたり（意図的

に変質させられていたり），一部または全部が

失われていたりするケースが存在するのだが，

「明示的なカーブアウトやカーブイン」の指摘

を除けば，Ball や Daske 等の指摘のような

「IFRS 適用」次元における弾力性といった指

摘にとどまっている。 

 

Ⅴ 開発途上法域に関する研究 

講演者はこれまで，特定の法域で，なぜ外生

的な会計基準の導入がなされるのか。当該外生

的な会計基準の導入によってどの環境要因と

の間に，どのような「コンフリクト」が発生す

るのか。当該法域の政府・会計規制主体・作成

者・監査人・利用者等はどのようにして，当該

「コンフリクト」の発生を事前に回避する，ま

たは事後に解消・緩和するかについて研究して

きた。より具体的には，米国基準の日本導入や

IFRS/IAS の開発途上法域（以後，途上法域と

略す）導入の際に，日本や開発途上国の関係者

がどのように「コンフリクト」に対応したかを

観察してきた。 

途上法域(21)の IFRS 導入においては，新しい

会計基準と環境要因との間の「コンフリクト」

がより深刻であり鮮明であることは容易に推

定できるし，実際にそうである。そのため，先

進法域の研究では潜在してしまっている様々

な問題が，途上法域では顕現している。また，

IFRS 導入に関して途上法域において観察され

る現象の多くは，程度の差こそあれ先進法域に

おいても同様に観察される。たとえば，途上法

域において，導入された IFRS がうまく機能す

るかどうかは，導入国の環境要因（例えば，資

本市場制度の未整備，高等会計教育等の欠如）

と IFRS が想定している環境要因（例えば，資

本市場の発達，高等会計教育の充実）との相違

の大きさ，導入した法域政府の導入に関する動

機の強さ，当該法域企業の導入に関する動機の

強さ，及び当該法域のエンフォースメントの強

さの組み合わせに依存することが論理的に説明

可能であるが(22)，近年，先進法域に関する実証

研究でも同様のことが明らかとなっている(23)。 

つまり，途上法域でも先進法域でも程度の差

こそあれ類似の「コンフリクト」が発生してい

ることが多いのである。途上法域の研究成果に

基づいて先進法域の研究を洗い直してみるこ

とによって，これまでの研究で取りこぼされて

いた論点を見つけることができ，先進法域を中

心とした国際会計研究もさらに進展・深化する

こともできるはずである。また，先進法域から

途上法域までのすべての法域を包摂する国際

会計研究の一般理論の構築の可能性も出てく

る。しかし，国際会計研究のメインストリーム

は，途上法域についての研究成果に途上法域に

固有の問題との位置付けしか与えない（一般化

の材料とはしない）傾向がある。 

 

Ⅵ 外生的会計基準と内生的会計

基準の相違は重要か 

1. 外生的と内生的の実質的区別の

困難性 

まず，外生的な会計基準の導入と会計基準の

内生的な新設とを比較する場合に困難が発生

する。会計基準の新設（導入）について，①形

式も実質も外生的，②形式も実質も内生的，③



国際会計研究とは何か -会計基準と環境要因との関係- 

9 

形式は外生的・実質は内生的，及び④形式は内

生的・実質は外生的の 4 形態が考えられる。①

と②の比較であれば，両者の相違を明示するこ

とができる。しかし，③と④の場合には，外生

的と言うべきか，内生的と言うべきかの判断は

難しい。③は，例えば，内発的な動機に基づい

て，その動機にかなう外生的な会計基準を導入

する場合には，形式的には外生的であるが，政

府・会計基準設定主体・作成者・公認会計士・

利用者等の利害関係者の当該会計基準への態

度が①とは相違する可能性がある。また，④は，

例えば，外生的な会計基準と類似の会計基準を

内生的に作成するような場合であり(24)，これも

利害関係者の態度は②とは相違する可能性が

ある。③④共に，実質は××と言うためには，既

存の外生的な会計基準と新設（導入）された会

計基準とがどの程度類似していれば，③や④の

形態と言えるのかについての合理的な判断を

示さなければならない。 

また，導入法域の政府・会計基準設定主体・

作成者・公認会計士・利用者が特定の外生的な

会計基準を法域内の環境を変えることに役立

てたいというインセンティブを有している場

合(25)と，受入法域の政府や利害関係者は導入す

るインセンティブを有していないが，例えば，

外圧によってやむを得ず導入する場合(26)があ

る。両者においては導入された会計基準の機能

への期待が相違しており，その結果，導入の社

会的・経済的帰結に大きな相違が発生するであ

ろう。前者では，コンフリクトの発生・解消（緩

和）のプロセスを経て，環境要因に何らかの導

入の目的にかなう影響が発生するであろうし，

後者では，当該会計基準が機能しないこと（コ

ンフリクトも発生しないこと）が期待されてい

るであろう。つまり，外生的か内生的かの違い

によって，会計基準が有効に機能する（ことを

期待されている）かどうかを決定することはで

きない。 

 

2. 会計基準導入（新設）の社会的・

経済的帰結の相違 

では，外生的会計基準（特定法域外で作成さ

れた基準）の導入か，内生的会計基準（特定法

域内で作成された会計基準）の新設かによっ

て，「コンフリクト」の内容に相違があると言

えるのであろうか。あるいは，会計基準と環境

要因との関係について外生的会計基準の場合

に固有の問題があるのであろうか。 

会計基準の新設（導入）・改廃の社会的・経

済的な帰結という現象は，外生的な会計基準の

導入の場合に限定されるものではない。特定法

域内で会計基準の新設（導入）・改廃がなされ

る場合，通常一定の政策目的に依拠して行わ

れ，当該法域の環境要因の変化が目的とされて

いる。つまり，社会的・経済的な帰結（この場

合，政策効果）がなければ当該政策（会計基準

設定）は成功していないことになる。つまり，

会計基準が外生的であろうと内生的であろう

と，国内基準とされるならば，新会計基準と環

境要因との間に「コンフリクト」が発生するし，

当該「コンフリクト」に対する事前の回避や事

後の解消・緩和に関しても，程度の差こそあれ

同様である。現象的・傾向的には，外生的会計

基準の導入は内生的会計基準の新設に比べて，

大きな，あるいは解決困難な「コンフリクト」

を発生させるということが言えるかもしれな

いが，常にそうなるわけではない。導入される

外生的会計基準と特定法域の会計基準との差

が大きいほど発生する「コンフリクト」が大き

いことは多くの研究者に共有されている事実

であり(27)，特定の外生的会計基準の導入よりも

ドラスティックな変化を促す会計基準の内生

的新設の方が大きな「コンフリクト」を発生さ

せる場合も当然ありうる。 
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3. 国際会計研究の固有性 

外生的会計基準を導入する場合でも内生的

に会計基準を新設する場合でも，当該法域の意

思決定の結果ではある。しかし，政府・会計基

準設定主体の動機と当該法域の作成者その他

の利害関係者の動機はその内容と強弱におい

て区々である(28)。導入に関する政府の動機も大

別すれば，①当該基準の本来の機能を果たさせ

たい場合(29)と，②別の政治的・経済的な動機か

ら基準の導入自体を目的(30)とし，有効に機能さ

せることを目的とはしていない場合がある。 

前者においては，例えば，当該法域の政府は，

IAS/IFRS を導入して既存の環境要因との間に

「コンフリクト」を発生させ，その解消・緩和

の過程において，資本市場の整備を促す等を目

的としているのである。後者においては，例え

ば，当該法域の政府は，外圧等によって市場の

国際的開放を迫られていたり，国際的な金融機

関による資金提供の条件として IFRSの導入が

求められたりしている(31)が，同法域の関係者が

発生する「コンフリクト」の深刻さを予想して

既存の環境要因を変化させたくないと考えて

いる。 

会計基準の特定法域内での新設（導入）・改

廃は，政府，会計基準設定主体・作成者（及び

作成者間），公認会計士，利用者の利害を巡っ

てコンフリクトを発生させる。他方，国際的会

計基準の導入も当該法域内で同様のコンフリ

クトを発生させる。会計基準と環境要因との関

係において両者を分ける特別な理由は存在し

ない。特定法域内で会計基準の在り方を巡る政

治的な争いが発生するのはそのためである。法

域内と国際の違いは，国際的会計基準の設定に

おいては，各法域政府の思惑が関係すること，

換言すれば，各法域の政府が国際的な会計基準

設定のフィールドにおける明示的か暗黙裡の

プレイヤーとなっていることである。また，そ

のことが国際会計研究の固有の研究対象と言

えるのかもしれない。 

 

Ⅴ おわりに 

本講演では，国際会計研究において常に中心

的なテーマとして取り上げられてきた会計基

準と環境要因との関係について(32)，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，

及びⅣによって，会計基準と環境要因とは，両

者間のコンフリクトの発生・解消（緩和）プロ

セスを経由して共進化するという理論を提示

した。特に，Ⅳにおいては，会計基準の新設（導

入）による社会的・経済的帰結は，単純な会計

基準から環境要因への影響として捉えるべき

ではなく，環境要因間の相互影響も含めた会計

基準と環境要因との結合効果であるという指

摘を示して，さらに共進化説の補強を試みた。 

国際会計研究が会計研究全般に対してどの

ような貢献をしてきたのか（現在もしているの

か，将来どのような貢献が可能か）を示すとい

う点について，時間の関係から本講演では細か

く触れることはできなかったが，会計基準論に

おいて環境要因との関係が極めて重要である

ことを国際会計研究は 1960 年代以降一貫して

主張し続けてきており，財務会計研究一般もそ

の成果を取り入れている。また，一法域内にお

ける実証研究の手法の進展は，国際会計研究で

も当然に活かされている。とりわけ，DID（差

の差の検定）は国際会計研究における有効な分

析手法として使用されている。会計研究一般と

国際会計研究とは，互いの成果を取り入れなが

ら進展してきていることが分かる。 

また，開発途上法域の会計の主要な側面は，

先進法域の会計基準の導入であり，かつては植

民地関係における宗主国からの導入，近年は

IAS/IFRS の導入に関する研究も多く(33)，当該

法域単体の研究というよりは国際会計研究に
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カテゴライズされるものが多い。開発途上法域

では，会計基準と環境要因との間に発生する

「コンフリクト」が先進法域のものと比してよ

り深刻であり(34)，より鮮明な形で観察可能であ

る。注意すべきは，ここで観察される現象の中

には開発途上法域に固有のものもあるであろ

うが，そのほとんどは先進法域においても存在

する（潜在している）ということである。開発

途上法域における会計問題は，開発途上法域に

固有の問題として一纏めにして，また国際会計

研究一般と区別して論ずる傾向があるが，国際

会計研究一般の問題として，開発途上法域の研

究を包摂する理論構築が求められる。 

さらに，国際会計研究が財務会計研究一般か

ら独立した研究領域であるかどうかは，研究対

象・研究方法の固有性のみでなく，研究者集団

の固有性にも関係している。研究対象が国際的

なディメンジョンで発生する会計問題を扱う

という点では，国際会計研究の固有性は見いだ

せる。しかし，会計基準論として，会計基準と

環境要因との関係を分析する点では，対象につ

いても分析方法についても，国際会計研究と財

務会計研究一般に相違はない。そもそも，外生

的会計基準の導入と内生的会計基準の新設と

の機能における区別ができないのであれば，会

計基準論として，国際会計研究と国内会計研究

とを区別する必要はあまりない。違いは会計基

準の内容を巡って登場する主要なプレイヤー

の 1 つとしての国家の存在であろうか。なお，

本学会の研究者の大部分が日本会計研究学会

にも所属していることからも明らかなように，

国際会計研究は研究者集団の固有性も有して

いない。少なくとも，会計基準と環境要因との

関係を分析するという研究に関しては，国際会

計研究を独立の研究領域とする根拠は薄くな

っているのかもしれない。 

 

注 
（1）本稿は，2023 年 6 月 10 日（於関西学院大学）

の国際会計研究学会「第二回カンファレンス」

における，徳賀の基調講演の内容に加筆・修正

を施したものである。 
（2）制度的補完性は，語義からも明確なように，

一法域内で完結している必要はない。複雑さを

避けるために講演では触れなかったが，特定法

域の制度が別の法域の制度需要を満たしてお

り，そのことによって特定法域も何らかの利益

を得ている場合には，両法域でその関係を維持

する力が働くであろう。自ら会計基準を作成せ

ず，IFRS をそのまま受け入れて，当該法域の

会計基準として有効に機能させている法域があ

る。そのような法域においては，IFRS と当該

法域の関連諸法規との整合性も図られているで

あろう。それらの法域において IFRS と当該法

域の関連諸制度は国際的な制度的補完関係にあ

ると言うことができる。 
（3）ただし，この種の経験的研究には，法域数は

限定されていることによる実証可能性や，法域

ごとの文化的相違のような質的な変数を測定可

能な代理変数へと落とし込むこと等の困難が伴

うことが多い。そのため，法域ケースや多数法

域ケースは，単に経験的な研究に仮説を提供す

るという役割だけでなく，会計基準と環境要因

との関係の解明への直接的な貢献も期待でき

る。 
（4）これらの環境要因は前述した制度的補完とい

う関係にあり，互いに密接な関係を有している。 
（5）移行経済期のルーマニアでは，改革開始の直

前まで人々が強い国家統制と官僚制の下に置か

れていたために，新しいものの見方，考え方を

受け入れることができず，改革に長い時間を必

要とした。MacLullich & Gurau［2004］を参

照せよ。 
（6）日本の旧リース会計基準では，所有権移転外

リースは資産化しなくてもよいという例外規定

の追加によりほとんどの日本企業がリース契約

を資産化しなかった。 
（7）2009 年のミャンマーの IFRS 導入のように，

IFRS が導入され適用が義務付けられてもほと

んどの企業は IFRS（MFRS）に基づく財務諸

表を作成しないし（できないし），資本市場も未

発達なので財務諸表の公表すら必要としない。

非準拠に対する罰則が用意されていないのでペ

ナルティも受けない。罰則が用意されていない

ことや高等会計教育の整備の努力がなされない

こと等から，実際には政府がミャンマー企業に

IFRS への準拠を求めていないことが分かる。 
（8）ここでは論じていないが，特定法域の政府と
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利害関係者との間に導入に対する動機が異なる

場合（例えば，政府は IFRS を導入して資本市

場の機能を高めたいと考えているが，利害関係

者はその必要を感じていない（または，適用は

極めて困難と考えている）ような場合等）には，

会計基準と環境要因との関係は複雑になる。例

えば，徳賀［2019］を参照せよ。 
（9）例えば，新しい会計基準と矛盾しないように

関連諸法規の改正が行われたり，資本市場の整

備が行われたりする。Granovetter［2017］も

述べているように，外生的な制度が導入される

場合に，一見既存の制度との間に大きなコンフ

リクトを発生せずに受け入れられているように

見えるのは，環境要因の方が変化して受け入れ

ているからである。前述の，当該法域の政府及

び/または利害関係者に有効に機能させたいと

いう動機が存在するケースでの現象である。会

計基準と環境要因との関係においても観察され

る多くの例は環境要因の側の新会計基準への適

合である。ただし，Leuz and Wysocki［2016］
が指摘しているように，当該会計基準の新設（導

入）がどの環境要因に社会的・経済的帰結をも

たらしたのかを経験的に特定することは，同時

進行している制度の変化との「相互作用と補完

性」が存在するために困難である。 
（10）新会計基準の適用次元において，法域内全企

業に任意適用とする，特定業種の企業にのみ適

用する，非準拠に対する罰則規定を設けないと

いった政策の採用である。 
（11）日本の旧リース会計基準（企業会計審議会

［1993］）に挿入されている例外規定によって，

日本企業のほとんどがリースの資産化を行わな

かった。有効に機能しないように事前の対応が

なされたケースである。 
（12）多くの法域で IFRS を導入した後に IFRS に

関する教育の普及を進めている。日本のケース

も該当する。事後の「コンフリクト」回避行動

である。 
（13）会計基準の経済的帰結に関する研究で示され

ている例がこれに該当する。枚挙にいとまがな

いため，文献提示はしないが，経済的帰結の分

析に関しては既に膨大な研究の蓄積がある。 
（14）一部改変に関して，例えば，日本の旧リース

会計基準を挙げることができる。つまり，それ

を意図していたかどうかは明らかではないが，

モデルとした会計基準の一部を改変することに

よって会計基準の趣旨自体を無効にした例であ

ろう。 
（15）例えば，日本の退職給付会計基準の導入は，

米国基準をベースに作成されているが，日本固

有の部分がある。会計基準の一部改変が観察さ

れる一方で，企業年金制度の確定給付制度から

確定拠出制度への変化も促進した。 
（16）徳賀［2000］においても，同じ内容の会計基

準を有していても異なる実務となるケースや逆

に異なる内容の会計基準を有していても類似の

実務となるケースがあることが指摘されてい

る。 
（17）そこには，会計基準が「共有」されれば，会

計実務も「共有」されるという暗黙の前提が置

かれていた。 
（18）Albu et al.［2010］や Alexander & Servailli 

［2010］では，会計が機能する環境と相互に影

響を与え合うという「共進化」の考えを示され

ている。 
（19）真田［2018］が取り上げている以下の3つの

サーベイ論文も参照せよ。Pope and McLeay 
［2011］，De George et al.［2016］，及びLeuz 
and Wysocki［2016］。 

（20）特定の会計基準の新設（導入）によって，ど

のような社会的・経済的帰結が発生するかにつ

いての情報は，各法域の政策主体の政策策定に

とって重要なものとなる。 
（21）OECD 諸国以外は開発途上国とするなど，便

宜的に線引きをしているが，実際には両者の区

分は難しい。先進国の中でも資本市場の発達の

程度は相違しており，開発途上国の中でも同様

であるからである。そのため，実際に，研究を

行う場合には，例えば，環境要因としての資本

市場に関しては，資本市場のない開発途上国か

ら最も高度に発達した資本市場を有する先進国

までの連続したスペクトラムのような位置づけ

で行われるべきであろう。 
（22）ただし，これらの後半の 3 者は独立している

わけではない。それらの関係性も重要な要素と

なる。例えば，政府と企業との関係の密接さに

よって，企業の意思が政府の政策に反映される

程度は異なるであろう。また，政府が強い動機

を有していない場合には，新しい会計基準の適

用に関するエンフォースメントが弱められる場

合もあるであろう。 
（23）Daske et al.［2013］や Christensen et al. 

［2013］を参照せよ。 
（24）細かく見れば，IAS/IFRS のアドプションで

あっても，IASB による IAS/IFRS の変更が自

動的に当該法域の会計基準の変更となるような

場合には外生的会計基準の導入と言うことがで

きるが，IAS/IFRS を 1 つずつチェックして法

域内基準とするエンドースメント・アプローチ

の場合には実質上外生的会計基準の導入であっ

ても形式上は内生的会計基準との解釈もできな

くはない。 
（25）資本市場のインフラストラクチャの整備，資

本市場の活性化のような目的で会計基準の新設
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（導入）・改廃が行なわれるようなケースであ

る。 
（26）制度派組織論でいう「強制的同型化」である。

詳しくは，DiMaggio & Powell［1983］を参照

せよ。 
（27）例えば，Cordazzo［2014］では，同じく IFRS

を採用したドイツとイタリアで財務比率に与え

る影響の大きさが相違しており，その差は

IFRS と国内基準との相違の大きさによるもの

であると述べている。 
（28）例えば，徳賀［2022］を参照せよ。 
（29）資本市場指向の強い IAS/IFRS を導入して，

環境要因との間に「コンフリクト」を発生させ

て，その解消・緩和の過程で，資本市場の整備・

効率性を高める等の動機を持つ場合，または，

「コンフリクト」の発生を推定して，事前に関

連諸法規や資本市場教育等の環境要因を資本市

場整備の方向に変化させる場合がそうである。 
（30）IMF や WB 等の国際的金融機関より融資を

受ける際の条件として IAS/IFRS の採用が示さ

れるような場合。 
（31）アジア金融危機のさいの韓国が典型例であ

る。詳しくは，徳賀［2001］を参照せよ。また，

国際的な経済制裁を解除したいというミャンマ

ーの IAS/IFRS の導入もその例と言えるかもし

れない。有効に機能させる動機がないことは，

将来の作成者・利用者を育てるはずの大学にお

ける会計教育が僅か 3校/169校でしか行われて

いないことからも分かる。詳しくは，徳賀［2019］
を参照せよ。なお，理論的には，制度派経済学

における「強制的同型化」で説明可能である。 
（32）紙幅の関係から国際会計研究が会計基準と環

境要因との関係のどのような側面をどのような

理論に基づいて捉えてきたのかを説明すること

はできないが，環境決定論的なアプローチが支

配的であった時代から，社会的・経済的帰結論

的アプローチが支配的となる時代への変化，ま

た，現在は共進化的アプローチへと変化しつつ

あるという見方については，徳賀［2022］を参

照せよ。 
（33）例えば，Journal of Accounting in Emerging 

Economies に掲載されている論文のタイトル

や The International Journal of Accounting に

掲載されている開発途上国の会計に関する論文

のタイトルを見れば明白である。 
（34）他方で，UNCTAD［2008］は，環境要因と

の不適合をやむを得ないとして義務付けられた

例として，ブラジル，インド，ジャマイカ，ケ

ニア等を挙げ，それらの法域で深刻なコンフリ

クトが発生したことを示している。 
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